
がれきの処理における留意事項がれきの処理における留意事項

～ 事 業 者 の 皆 様 へ ～

震災・津波により倒壊した建物などのがれきの処理を⾏う際には、釘等に
よる踏み抜きや物の落下など、多くの危険が伴います。
本リーフレットは、がれきの撤去等作業にあたって安全に作業を進めるこ

とができるよう、がれきの処理における留意事項をまとめたものです。

（１）作業者への教育

１ 作業の準備にあたって注意すべき事項

作業を労働者等に⾏わせるにあたっては、次の点に注意して下さい。

（１）作業者への教育
作業に不慣れな⽅も多いことから、雇⼊れ時などに①使⽤する

機械、⼯具などの取扱⽅法、②作業体制、作業⼿順、合図などに
ついて、教育を⾏うこと。また、現場では、腕章をつけるなど誰
が作業責任者か分かるようにすること。が作業責任者か分かるようにすること。

（２）服装
⻑袖の作業着、安全靴など底の厚い靴、丈夫な⼿袋、防じんマ

スクなど作業にあたり適切な装備をさせること。

（３）作業計画
周辺状況の調査を⾏い、指揮命令系統、作業⼿順、監視⼈も含

めた⼈員の配置、使⽤する機械及びその使⽤箇所、がれきの運
搬・搬出⽅法等を定めた作業計画を⽴てること。

（４）作業間の連絡調整
複数の作業者が混在して同時に作業を⾏うことが想定されるた

め、作業間の連絡調整、作業開始前のミーティング等を綿密に実
施すること。

（５）危険箇所への⽴⼊禁⽌
倒れるおそれのある建物等には⽴⼊禁⽌措置を⾏うこと。



２ 作業の実施にあたって注意すべき事項

機械を使⽤させるときには…
（１）資格者の確認
⾞両系建設機械、クレーン等を使⽤させる際は、資格の有無を確

認すること。
（２）機械等の点検
機械や⼯具については、担当者を決め、点検・整備等を適切に実機械や⼯具に いては、担当者を決め、点検 整備等を適切に実

施させること。
（３）機械の転倒防⽌
地盤が緩んでいる等不安定な場所で作業を⾏う場合には、鉄板の

敷設等により⾞両系建設機械、クレーン等の転倒防⽌を図ること。
作業場所では作業場所では…
防じんマスクやゴーグルを着⽤させること。
また、防じんマスクの使⽤にあたっては、使⽤前に漏れがない

か確認するためのフィットチェックを必ず⾏った上で適切に使⽤
すること。すること。

（１）呼吸⽤保護具の着⽤
粉じんを吸い込まないようにするため、呼吸⽤保護具（防じんマス

がれきの粉じんには⽯綿が含まれているおそれがあります。

ク（注）⼜は電動ファン付き呼吸⽤保護具）を使⽤させること。
注）使い捨て式防じんマスクは国家検定合格品⼜は⽶国NIOSH規格（Ｎ95、N99⼜はN100）適合品を⽤いること。取替え式防じんマスク
は国家検定品を⽤いること。
なお、屋外におけるがれき処理作業は使い捨て防じんマスクで作業可能ですが、⽯綿の切断等作業の場合は取替え式防じんマスク、吹付

け⽯綿の除去作業には電動ファン付き呼吸湯保護具を使⽤する必要があります。

（２）作業場所の湿潤化
粉じんを⾶散させないために 原則として 作業を開始する前に建粉じんを⾶散させないために、原則として、作業を開始する前に建

築物等への散⽔や、薬液の使⽤により、湿潤な状態とすること。
（３）関係者以外の⽴ち⼊り禁⽌
関係者以外の者が粉じんにばく露しないように、被災者等も含め、

関係者以外の者の⽴ち⼊らせないこと。
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